
業 務 仕 様 書  

１ 委託業務名 

  いけだピアまるセンター管理運営業務委託 

 

２ 業務の目的 

  本委託業務は、池田市が所有するいけだピアまるセンターの施設管理及び同施設で実施する創業支援業

務全般を委託するものであり、創業者が有する多様なニーズに対応するため、「企業育成室」、「コワーキング

スペース」、「イベント事業」を一体的に提供することで、創業者の支援・育成等を行うとともに、交流やコミュニ

ティの促進、さまざまなイノベーションが生まれる契機をつくり、創業者や創業を志す者が集い、つながり、高め

あう場の創出を目的とする。 

（１） 企業育成室  

創業間もない、または新事業を起こそうとする中小企業や起業家をめざす方に、低廉な賃料で事務所ス

ペースを貸し出すことで支援を図る。 

（２） コワーキングスペース 

それぞれが独立した仕事を行うことができる、オープンスペースを提供。コミュニティ機能を持ったスペー

スを開放することで、創業者や創業希望者間の交流やコミュニティの創出を図る。 

（３） イベント事業 

創業に関連するセミナーや研修会等を開催する場を提供することにより、創業者や創業希望者が集い、

つながり、高めあう機会を提供する。 

 

３ 委託契約の期間 

令和６年１０月１日から令和 9 年３月３１日（予定） 

※本業務の受託者における履行状況が良好であった場合、本業務における次年度以降の業務契約につい

て、当該受託者と随意契約を締結し更新する予定。ただし、次年度以降の継続業務の予算措置がされ

なかったときは、契約しない。また、契約する場合であっても、契約期間は単年度を限度とし、契約金額

は当該年度の予算の範囲内とする。 

 

４ 委託契約の場所 

名   称：いけだピアまるセンター（鉄筋コンクリート造、陸屋根２階） 

所 在 地：池田市新町２番 14 号（敷地面積 583.27 ㎡、建築面積 303.313 ㎡、延床面積：678.834 ㎡） 

開 館 日：月曜日～金曜日 

開館時間：午前９時～午後８時３０分 

休 館 日：土曜日及び日曜日、 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、

１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

※１階は多目的育成室（コワーキングスペース及びイベント事業実施スペース）、２階は企業育成室・開放

型ブース・応接室・ミーティングブース・会議室・事務室・共用スペース等。 



 

５ 委託業務の概要 

（１）いけだピアまるセンター維持管理業務 

① 業務内容 

ア：施設建物、敷地、器具、備品等が良好に機能し、かつ使用できるようにその運転保守、管理、点

検を法に従って行うほか、事故の未然防止に努めること 

イ：施設の保全と秩序維持にあたり、火災、盗難を防止するとともに、その他の不法行為を排除し財

産の保全を計ること 

ウ：来館者の管理、調整及び関連事務を行うこと 

エ：その他施設の利用に関して必要な事務 

② 施設及び施設内の備品等の管理に関すること 

ア：施設の施錠及び解錠 

イ：施設及び施設内の設備・備品等の管理（消耗品の購入を含む） 

ウ：施設及び施設内の清掃、ごみ処理等 

（２） 企業育成室の運営 

① 業務内容 

ア：事業の目的である「創業者や創業を志す者が集い、つながり、高めあう場の創出」に向け、市以

外にも関係機関と積極的に連携し、創業者や創業希望者に対する支援、事業拡大や事業継続に対 

する支援を実施すること 

イ：企業育成室入居者の日常管理、鍵の貸与、ごみ処理、情報提供を含む連絡調整及び関連事務

を行い、企業育成室入居者の円滑な事業活動を推進すること 

ウ：定例的に入居者の事業活動に関する相談会を実施すること 

・上記支援にあたり、本市が入居者支援のため業務委託している、入居者支援業務受託事業者

と十分な調整を図り、連携し支援を行うこと 

・また、上記支援において、特定創業支援事業「事始めアシスト池田」（池田商工会議所、池田

泉州銀行、日本政策金融公庫）とも調整を図り、連携し支援を行うこと 

エ：施設の利用促進に関すること 

・施設の広報や利用促進に係る事業の企画・実施 

・ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信 

・パンフレットやチラシ等の作成 

・地域情報紙等の情報媒体を活用した情報提供 

② 開館日及び開館時間 

開 館 日：月曜日～金曜日 

開館時間：午前９時～午後５時 

休 館 日：土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日、１２月２９日から翌年の１月３日までの日 



※施設の開館時間中は、受付に常時１名以上の要員を配置すること。 

（３） コワーキングスペース 

① 業務内容 

ア：利用者の募集・受付・拡大に関すること等 

イ：利用者の管理（会員証の発行・情報管理） 

ウ：利用料金に係る納付書の発行 

エ：会議室等の利用調整 

オ：利用者の利便性向上に資する各種サービスの提供に関すること。 

・同センター１階での、会員向けフリーＷｉ-Ｆｉの提供 

・創業等に関する書籍・雑誌等の提供 

カ：施設の利用促進に関すること 

・施設の広報や利用促進に係る事業の企画・実施 

・ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信 

・パンフレットやチラシ等の作成 

・地域情報紙等の情報媒体を活用した情報提供 

キ：施設の修繕等、利用者に影響がある事案が発生する場合、事前周知に努めること 

② 開館日及び開館時間 

開 館 日：月曜日～金曜日 

開館時間：午前９時～午後８時３０分 

休 館 日：土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日、１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

※施設の開館時間中は、受付に常時１名以上の要員を配置すること。 

※最終入館時間は午後６時３０分。１階の利用者がない場合は閉館することができる。 

（４） イベント事業 

① 業務内容 

ア：経営ノウハウや販路の獲得、ネットワークの構築など創業者等への実践的な支援及び講演会等セ

ミナーを原則年４回以上開催すること 

イ：外部中小企業者等との連携を促進させるため、情報交換会、名刺交換会等、異業種間交流事

業を企画・運営すること 

② 開館日及び開館時間 

開 館 日：いけだピアまるセンターの休館日 

開館時間：午前９時～午後８時３０分 

※施設の開館時間中は、受付に常時１名以上の要員を配置すること。 

６ 自主事業（収益事業） 

  ５に記載の委託業務時間外においては、受託事業者は、１時間あたり１１５円を施設賃貸料として市に収め

ることで、多目的育成室を使用して自主事業を行うことができるものとする。ただし以下に記載するような著しく



公益性を欠く事業等はできない。 

・公序良俗に反するおそれがあると認めるとき 

・建物又は附属設備を滅失又は毀損するおそれがあると認めるとき 

・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき 

・大きな騒音や振動などが発生し、近隣への配慮を欠くおそれがあると認めるとき 

・その他市長が適当でないと認めるとき 

※施設賃貸料の根拠 

１Ｆ多目的育成室１２０．６４㎡、いけだピアまるセンター賃料単価７００円／㎡ 

１２０．６４㎡×７００円／㎡×１２ヶ月＝１，０１３，３７６円÷３６５日÷２４時間＝１１５円／時間 

 

７ 各種報告 

・上記に関して随時報告（通常発生する事案については集約し、月毎に報告） 

・施設利用状況及び入退館者の集計及び報告（月毎） 

・６に記載の管理運営に関すること及び各種規定マニュアルを作成し、データで提出すること 

・本事業完了後すみやかに年度実績報告書・収支清算報告書の作成及び報告 

 

８ 賃貸料 

 １階コワーキングスペース横の事務室を本センターの管理事務室とする。７に記載の自主事業（収益事業）

を行う場合は、３６９，６００円（月額６１，６００円×６カ月）を事務所賃貸料として市に収めるものとする。年度

途中から自主事業を行う場合等は、市と相談のうえ、賃貸料について決定する。 

 

９ 個人情報の保護 

 受託者は、業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律及びこの法

律の施行のために池田市が定める条例等に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止、

その他個人情報の保護に努めること 

 

１０ その他 

・本業務委託に関し、関係法令を遵守しなければならない 

・本業務の履行に当たり、この仕様書、契約及び市の指示を遵守すること。 

・施設改修工事等の理由で、同センターが開館できない状態が見込まれる場合、委託料の支払い額に

ついては、市と受託者が別途協議のうえ、決定する 

・その他不明な点は、双方の協議により決定する 


